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所得の合計から所得控除の合計を
引いた額が１０００円以上

◎
確
定
申
告
は
国
税
電
子
申
告
・

納
税
シ
ス
テ
ム
（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
）

を
ご
利
用
下
さ
い

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
メ
リ
ッ
ト

①
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
カ
ン
タ
ン

申
告　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
か
ら
直
接
電
子
申
告
が
で
き

ま
す
。

②
最
高
５
０
０
０
円
の
税
額
控
除

　

本
人
の
電
子
署
名
及
び
電
子
証

明
書
を
添
付
し
て
期
間
内
（
注
）

に
所
得
税
の
確
定
申
告
を
ｅ
‐
Ｔ

ａ
ｘ
で
行
う
と
、
最
高
５
０
０
０

円
の
所
得
税
の
税
額
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
（
平
成　

年
分
又
は
平
成　

１９

２０

年
分
の
い
ず
れ
か
１
回
）
。

（
注
）
平
成　

年
分
は
平
成　

年

１９

２０

３
月　

日
ま
で
、
平
成　

年
分
は

１７

２０

平
成　

年
３
月　

日
ま
で
で
す
。

２１

１６

③
添
付
書
類
が
提
出
不
要　

所
得

税
の
確
定
申
告
を
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で

行
う
場
合
、
医
療
費
の
領
収
書
や

源
泉
徴
収
票
等
は
、
提
出
に
代
え

て
、
記
載
内
容
を
入
力
し
て
送
信

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
確

定
申
告
期
限
か
ら
３
年
間
、
添
付

書
類
の
提
出
又
は
提
示
を
求
め
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）
。

④
還
付
金
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー　

ｅ

‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
さ
れ
た
還
付
申

告
は
早
期
処
理
し
て
い
ま
す
。

◎
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
定

申
告
書
等
の
作
成
が
で
き
ま
す
！

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、

所
得
税
・
消
費
税
等
の
確
定
申
告

書
、
贈
与
税
の
申
告
書
を
作
成
で

き
る
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
が
あ
り
ま
す
。
手
軽
に
ご

自
宅
等
の
パ
ソ
コ
ン
で
確
定
申
告

書
等
を
作
成
し
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ

ト
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
税
務
署

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
利
用
下
さ
い
。

　

ま
た
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用

い
た
だ
く
と
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
作
成
し
た
申
告
書
デ
ー
タ

（
贈
与
税
は
除
く
）
に
電
子
証
明

書
を
添
付
し
て
、
そ
の
ま
ま
送
信

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://

w
w
w
.n
ta
.g
o
.jp

）
／
国
税
庁

タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（h

ttp
:/
/
w
w
w
.n
ta
.g
o
.

jp
/tax
an
sw
er

）
／
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w
w
w
.

e

‐ta
x
.n
ta
.g
o
.jp

）

◎
所
得
税
・
個
人
消
費
税
・
贈
与

税
の
申
告
書
の
作
成
・
提
出
会
場

は
「
ぽ
っ
ぽ
町
田
」
で
す

　

所
得
税
・
個
人
消
費
税
・
贈
与

税
の
申
告
に
関
し
て
、
相
談
が
必

要
な
方
は
「
ぽ
っ
ぽ
町
田
」
を
ご

利
用
下
さ
い
。

○
設
置
期
間　

２
月
１
日
（
金
）

〜
３
月　

日
（
月
）
の
月
〜
金
曜

１７

日
、
２
月　

日
（
日
）
及
び
３
月

２４

２
日
（
日
）

※
前
記
以
外
の
土
・
日
曜
日
及
び

祝
日
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

○
開
設
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後

５
時
（
混
雑
状
況
に
よ
り
、
早
め

に
締
め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

○
所
在
地　

原
町
田
４－

　

－

　
１０

２０

※
駐
車
場
は
有
料
で
す
。

※
前
記
の
期
間
中
、
町
田
税
務
署

の
庁
舎
内
に
は
、
申
告
書
の
作
成

会
場
は
設
置
し
て
い
ま
せ
ん
。

◎
木
曽
地
区
の
住
居
表
示
実
施
に

つ
い
て

　

平
成　

年　

月
１
日
付
で
、
木

１９

１２

曽
地
区
の
住
居
表
示
が
実
施
さ
れ

ま
し
た
が
、
税
務
署
か
ら
送
付
す

る
申
告
書
用
紙
は
旧
住
所
の
印
字

で
送
付
し
ま
す
。
送
付
さ
れ
た
申

告
書
用
紙
は
そ
の
ま
ま
お
使
い
い

た
だ
け
ま
す
が
、
ご
提
出
の
際
は

新
住
所
を
記
載
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
（
変
更
内

容
に
伴
う
届
出
等
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
）
。

税理士会が行う小規模納税者の方等のための
確定申告無料相談日程表

受付時間会場開催日

９：３０　
～１１：００

１３：００　
～１５：００

堺市民センターホール２月６日（水）～７日（木）

小山市民センターホール２月７日（木）～８日（金）

南市民センターホール２月１３日（水）～１４日（木）

忠生市民センターホール２月１４日（木）～１５日（金）
なるせ駅前市民センター
ホール２月１９日（火）～２０日（水）

鶴川市民センターホール２月２０日（水）～２２日（金）

注１…課税所得金額とは所得の合計から所得控除の合計を差し引いた額のことをいいます（１０００
円未満切捨て）。

注２…年度の中途に退職し、別の会社に就職された方で前職分の給与を合算して年末調整済の場
合はこの要件に該当します。

注３…配当控除がある方は「住宅借入金等特別控除」欄（２４欄）の金額が「税額」欄（２２欄）の
金額より小さい場合でも住宅ローン控除がうけられることがあります。

注４…配当控除、投資・リース税額等控除がある方は「住宅借入金等特別控除」欄（３０欄）の金額が
「税額」欄（２７欄）の金額より小さい場合でも住宅ローン控除がうけられることがあります。

注５…住民税における住宅ローン控除額は平成２０年度市・都民税の所得割を限度に控除します。
ただし住民税の非課税制度により所得割が課税されない方は、住民税の住宅ローン控除の
対象となりません。

控除できる場合があります。
　給与所得者の方で、市・都民税において税
額控除の対象となるかどうかについては下図
で確認して下さい。
　申告会場等についての詳細は本紙１月１１日
号または町田市ホームページをご覧下さい。
□問 市民税課11７２４・２１１４、２１１７、町田市コー
ルセンター11７２４・５６５６

　平成１９年から始まった税源移譲により、所
得税が減額となり、控除できる住宅ローン控
除額が減る場合があります。平成１１年から平
成１８年末までに入居し、所得税の住宅ローン
控除を受けている方で、所得税から控除しき
れなかった額がある方や、以前から所得税で
控除しきれない住宅ローン控除額はあった
が、税源移譲によりその額が増えた方は、申
告により翌年度の市・都民税（所得割）から

 要 件 

①：源泉徴収税額（所得税の金額）が　『０円』である
■確認
　『源泉徴収税額』の欄（上図①に該当）には、住宅ローン控除の額を差し引いた後の金額を記
載することとなっています。
　そのため、所得税（ここで言う源泉徴収税額）の金額が１００円以上の場合は、所得税から、住
宅ローン控除の額を、満額差し引くことができたこととなります。
　よって、源泉徴収税額が１００円以上の場合は、住民税における住宅ローン控除を受けられる要
件を満たしません。

②：『住宅借入金等特別控除の額』の欄に金額の記載がある
■確認
　『住宅借入金等特別控除の額』の欄（上図②に該当）には、平成１９年分の所得税（ここで言う
源泉徴収税）を算出する上で、控除した住宅ローン控除の額を記載することとなっています。
　平成１１年～１８年に入居し、年末調整の際に勤務先で住宅ローン控除の申告をされた方で、②欄
に記載がない場合は、勤務先にご確認下さい。

③：『住宅借入金等特別控除可能額』が②欄の額より大きい金額である
■確認
　摘要欄の『住宅借入金等特別控除可能額』（上図③に該当）には、住宅ローン控除が所得税の
算出税額を超えるため、年末調整で控除しきれない控除額がある場合に、住宅ローン控除額を記
載することとなっています。
　例えば、住宅ローン控除額が３０，０００円あって、そのうち、所得税から控除できた金額が、２０，０００
円だった場合は、②欄には２０，０００円、③欄には３０，０００円と記載されます。

なお、記載された金額等についてご不明な点がある方は、勤務先にご確認下さい。

源泉徴収票の下記の３項目をご確認下さい！
　まず、お手元に『平成１９年分　給与所得の源泉徴収票』をご用意下さい。
※下記の要件①～③のすべてに該当する場合は、申告をすることにより、住民税での控除を受け
られる可能性があります。

町
田
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

□問
 

11
７
２
８
・
７
２
１
１
（
代
表
）

「収入は１か所からの給与のみ」（注２）で
「年末調整で、住宅ローン控除を申告しており」、「確定申告をしない方」は

対象者です（注５）。
確定申告と一緒に、住民税
における住宅ローン控除の
申告が必要です。

所得税で全額控除できるの
で、住民税における住宅ロ
ーン控除の対象者ではあり
ません。

対象者です（注５）。
平成２０年１月１日現在お住
まいの市区町村に申告が必
要です。

「確定申告書」の記載内容が下記の要件をすべて満た
している。

〈確定申告書Ａ様式〉
◆「税額」欄（２２欄）が「０」より大きい金額になる
◆「住宅借入金等特別控除」欄（２４欄）が「０」以外
◆「住宅借入金等特別控除」欄（２４欄）の金額が「税
額」欄（２２欄）の金額より大きい（注３）

〈確定申告書Ｂ様式〉
◆「税額」欄（２７欄）が「０」より大きい金額になる
◆「住宅借入金等特別控除」欄（３０欄）が「０」以外
◆「住宅借入金等特別控除」欄（３０欄）の金額が「税
額」欄（２７欄）の金額より大きい（注４）

以下の要件すべてに該当する
◆収入は１か所からの給与のみである（注２）
◆年末調整で住宅ローン控除を申告している
◆所得税の確定申告をしない

住民税における
住宅ローン控除
の対象者ではあ
りません。

平成１１年～１８年に入居して、住宅ローン控除の対象となっている

課税所得金額が０円にな
る方は、対象者ではない
んですね。（注１）

私は住民税における住宅ローン控除の対象者？私は住民税における住宅ローン控除の対象者？

該当しないものがある
確定申告をする

すべてに
該当する

満たして
いる

満たして
いない

満たして
いる

満たして
いない

ス
タ
ー
ト

勤務先から交付される「平成１９
年分給与所得の源泉徴収票」の
記載内容が 右記の要件 をすべ
て満たしている

申告により、市・都民税が
減額になる場合があります 

対象となる方は申告をお忘れなく！

いいえ

いいえ はい

はい

◎
税
理
士
会
が
行
う
小
規
模
納
税

者
の
方
等
の
た
め
の
確
定
申
告
無

料
相
談

○
小
規
模
納
税
者
の
方
の
所
得
税

及
び
消
費
税
、
年
金
受
給
者
及
び

給
与
所
得
者
の
方
の
所
得
税
の
申

告
を
対
象
（
土
地
、
建
物
及
び
株

式
な
ど
の
譲
渡
所
得
の
あ
る
方
を

除
く
）
と
し
て
い
ま
す
。

○
譲
渡
所
得
の
あ
る
場
合
、
所
得

金
額
が
高
額
な
場
合
及
び
相
談
内

容
が
複
雑
な
場
合
は
ご
遠
慮
下
さ

い
。

○
会
場
が
混
雑
し
た
場
合
は
、
受

付
を
早
め
に
締
め
切
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

○
駐
車
場
は
用
意
が
あ
り
ま
せ
ん

の
で
お
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
下

さ
い
。

□問
 

東
京
税
理
士
会
町
田
支
部
11
７

２
９
・
０
７
７
７


